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第第第第１１１１章章章章    スポーツスポーツスポーツスポーツ推進計画推進計画推進計画推進計画のののの策定策定策定策定ににににあたってあたってあたってあたって    

    

１１１１    計画計画計画計画策定策定策定策定のののの背景背景背景背景    

（（（（１１１１））））計画計画計画計画のののの背景背景背景背景とととと目的目的目的目的    

本市では、平成１７年１２月から、「ふれあい・笑顔・生きがい・煌き
きらめ

」を合言葉に、

幼児から高齢者まですべての市民が、いつでも気軽にスポーツに親しむことができる

環境づくりを目指した「スポーツ振興計画」を策定し、スポーツ振興に取り組んでま

いりました。    

  こうした中、中央体育館の整備や総合型地域

スポーツクラブ「つるしろスポーツクラブ」

の創設、また、にしお駅伝フェスティバルの

開催など一様の成果を収めるに至りましたが、

反面、指導者組織の確立やスポーツ実施率の

向上などについては、目標を達成できたとは

いえない状況であり、次代への課題となって

います。 

  人口減少期を迎えた今、少子高齢化の急速な進展や地域社会における人間関係の希

薄化、また、情報化やグローバル化に伴う雇用環境の変化など、私たちを取り巻く社

会環境は急速に変化しています。 

  そのため、精神的なストレスの増大や運動不 

足による生活習慣病の増加、コミュニケーショ 

ン能力の低下などさまざまな問題が生じており、 

心身の健康の保持増進とコミュニティの育成が 

大きな課題となっています。 

  こうした社会状況において、スポーツは、 

人々に夢・感動・楽しみ・活力をもたらすとと 

もに、私たちの「こころ」と「からだ」の健全 

な発育を促してくれるものであり、明るく豊か 

で活力に満ちた社会を形成する上で必要な『人づくり』、『健康づくり』及び『地域づ

くり』に欠くことのできない存在となっています。 

  このような中で、本市では、平成２６年３月に西尾市スポーツ推進計画「スポーツ

で元気になるまち西尾～すべての人にスポーツの喜びを～」を策定し、その具現化に

向けて、様々な取り組みを推進してまいりました。平成２５年９月に東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック開催が決定し、平成２８年９月には、2026 年アジア競技大会

の愛知県開催が決定しました。今回、スポーツ推進計画の中間見直しを行うに当たっ

ては、こうしたスポーツを取り巻く課題や変化する社会の動向を見極めるとともに、

平成３０年３月に出された県のいきいきあいちスポーツプラン（改訂版）を参考にす

ることとしました。 

 

 

 

一色マラソン大会 

にしお駅伝フェスティバル 
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（（（（２２２２））））スポーツスポーツスポーツスポーツ推進推進推進推進のののの意義意義意義意義    

  自らが身体を動かして行う「する」スポーツだけでなく、他者の競技を観戦する「み

る」スポーツや、監督・コーチなどの指導者、スポーツ大会のスタッフとして参画す

る「支える」スポーツなどもスポーツ活動の一つです。 

スポーツを推進することは、市民の健康づ

くりや競技力の向上にとどまらず、市民の生

きがいの創出や自己実現、青少年の健全育成、

さらには仲間づくりやコミュニティの活性化

など様々な意義があります。 

    

 

 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

  本計画は、平成２３年８月にスポーツ振興法を全面改正した「スポーツ基本法」及

び、愛知県の「いきいきあいちスポーツプラン」（平成２５年３月策定）を踏まえて策

定したものです。 

  また、本市の上位計画である「第７次西尾市総合計画」の将来都市像、「自然と文化

と人々がとけあい 心豊かに暮らせるまち 西尾」をうけ、みんなが元気になるスポ

ーツの振興を具体化していく計画と位置づけ策定したものです。 

 

図表１－１ 計画の位置づけ 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

国国国国のののの関連計画関連計画関連計画関連計画    

「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ基本法基本法基本法基本法」」」」制定制定制定制定    

（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年８８８８月施行月施行月施行月施行））））    

「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」策定策定策定策定    

（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月））））    

西尾市西尾市西尾市西尾市のののの上位計画上位計画上位計画上位計画    

第第第第７７７７次西尾市総合計画次西尾市総合計画次西尾市総合計画次西尾市総合計画    

後期計画後期計画後期計画後期計画（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月））））    

    

県県県県のののの関連計画関連計画関連計画関連計画    

「「「「いきいきあいちスポーツプランいきいきあいちスポーツプランいきいきあいちスポーツプランいきいきあいちスポーツプラン」」」」    

改訂版改訂版改訂版改訂版（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月））））    

「「「「「「「「西西西西西西西西尾尾尾尾尾尾尾尾市市市市市市市市ススススススススポポポポポポポポーーーーーーーーツツツツツツツツ推推推推推推推推進進進進進進進進計計計計計計計計画画画画画画画画」」」」」」」」((((((((改改改改改改改改定定定定定定定定版版版版版版版版))))))))        

 

スポーツ教室（スポーツ推進委員会） 
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○スポーツ基本法 

（文部科学省：平成２３年８月施行  ※スポーツ振興法を５０年ぶりに全面改正） 

  スポーツ基本法においては、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべ

ての人々の権利であるとされ、スポーツは、青少年の健全育成や、地域社会の再生、

心身の健康の増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上など、国民

生活において多面にわたる役割を担うとされています。 

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）抜粋 

第９条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、スポーツの推進に関する基本的な計画を定めなければならない。 

第１０条 都道府県及び市町村の教育委員会は、スポーツ基本計画を参酌して、そ

の地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものと

する。 

○いきいきあいち スポーツプラン改訂版（愛知県：平成３０年３月策定） 

  愛知県では、平成１５年から「スポーツあいち さわやかプラン」に沿ってスポー

ツ振興を図ってきました。策定から１０年が経過し、近年の社会環境や価値観、県民

のスポーツに対する意識の変化に対応し、一層豊かで活力に満ちた「スポーツ愛知」

を実現するため、平成２５年度を初年度とする新たなスポーツ推進計画「いきいきあ

いちスポーツプラン」が策定し、中間年となる平成３０年３月に改訂版を策定しまし

た。 

○第７次西尾市総合計画後期計画（平成３０年３月） 

  「自然と文化と人々がとけあい 心豊かに暮らせるまち 西尾」を将来都市像と定

め、本市の魅力である自然や文化の保全・活用・継承に努めるとともに、市民生活と

の一体性を深め、誰もが心豊かな暮らしを実現できるまちを目指します。 

３３３３    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進期間期間期間期間    

  本計画の期間は、１０年間とします。平成２６年度を初年度とし、平成３５年度を

目標年度とします。 

図表１－２ 推進期間 
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４４４４    計画計画計画計画のののの推進方針推進方針推進方針推進方針    

本市のスポーツの現状を捉えながら、引き続き３つの基本方針で推進します。 

【基本方針】 

 １ スポーツ活動の推進 

 ２ 競技スポーツの振興 

 ３ スポーツ環境の整備・充実 


